
　　　　　　　　　　持参した久富著の深
川地図コピーを眺め、臨川寺を探す。寺町のよ
うにお寺さんが多い中、地図の位置に見付かる。
常陸国鹿島の根本寺住職仏頂が滞在し、芭蕉が
参禅に通っていた庵があったという。その石碑
が、入口近くに建っていた。確かその後仏頂和
尚は下野の雲巌寺へ移り、芭蕉は奥の細道の途
中黒羽で、庵跡を訪ねている。

は小さな古寺で、狭い庭に芭蕉記念時雨塚の他、
石碑等があり、門人達が建てたという。

　　　　　　　　最後に予定の要津寺へ大通り
を北上し江東区深川を出て、隣の墨田区両国へ
入ったようだ。目安の鮨屋から奥へ入ると右手
に目指す寺院はあった。こちらは広い境内で本
堂も新しく、山門右側に、芭蕉翁俤塚と古池の
句碑があった。江戸期後期に、信奉者や蕉門俳
人達が百回忌に建立したらしい。区立芭蕉記念
館の古池句碑は、ここのものを写刻したという。
深川芭蕉史跡巡りを終えた。　　　　
　　　　　　　　　　　　　（2019/01/23歩く）
　　　　　　 

春近し旅立ち千住に像二つ
　　　　　　　　　　隅田川に架かる千住大橋
袂の公園に、芭蕉矢立初めの碑があった。事前
にネットで調べると、1689（元禄 2）年3月27 日
（陽暦 5 月 17 日）の旅立ちの地を巡り千住論争
というものがあり、足立区の北千住説と、荒川
区の南千住説とに分かれ、それぞれに芭蕉像や

石碑を建てているという。目の前の碑は北千住
にあるもの。足立市場前に建つ像も見ようと、
一端隅田川へ下り橋下を通ると、曽良と一緒の
旅立ちの壁絵があった。蕪村の絵を模写したら
しい。
　旅立ち時大橋は既にあり、1594（文禄 3）年普
請奉行伊奈忠次が架けたと知った。川を上がり、
像を探すと日光街道に面した市場正門隣にあっ
た。壁絵とは違い、私には太った老人に見え、
芭蕉かなと訝った。

　　　　　　　　　　千住大橋を渡り日光街道
を足立区から荒川区へ。右手の古社が素盞雄（ス
サノオ）神社。境内に、旅立ちの130年後文政 3
（1820）年に文人達が記念に建てた句碑があり、
本殿に詣でて、古い碑をカメラに収めた。
　荒川区の像がある日比谷線南千住駅前へ向か
うが、地下鉄もここは地上駅。回り道するも探
し当て、像を見上げると、先程の像とは違い痩
せた老人風。またデジカメを向けた。
　都営荒川線三ノ輪駅迄歩こうと、商店街を抜
け日光街道を渡り、三ノ輪へ。三ノ輪駅から三
田線西巣鴨駅へ出た。
　私の里歩きは、前回の多賀城・壺碑に続き芭
蕉追っ掛けになってしまったが、故郷の読者 S
先生からの先日の手紙にも、“旅に病んで…”
の句があり、この処、芭蕉ついている。　　
　　　　　　　　　　　　　（2017/02/4 歩く）

三ノ輪橋から北千住へ日光街道を歩く
　　　　　　　　　　　　　千代田線町屋
駅で荒川線に乗り換えた。最近知ったルートで、
終点三ノ輪橋駅は近い。日光街道へ出て、千住
大橋へ向け歩き出す。左手に古刹が並び円通寺
境内には上野寛永寺から移された黒門があっ
た。戊辰戦争の際彰義隊を葬った縁とある。
　直ぐ先の素盞雄神社は２度目で（17.2.4）、境
内に芭蕉句碑があった筈と参拝後眺め、カメラ
に収めた。
　地元の文人達が江戸期「1820（文政 3）年」に
建てたもので、矢立初めの地が北千住か南千住
か論争の後者の論拠らしい。
　大橋へ至り、隅田川を渡り終えた左手に、矢
立初の碑があり、“行く春や 鳥啼き魚の 目は泪”
と刻んだ北千住の碑。芭蕉は、1689（元禄 2）
年 3 月 27 日（陽暦 5 月 16 日）千住から奥の細
道へ旅立った。46 歳で、当時としては老齢の
域と思われる。直ぐ新旧日光街道分岐で、旧街
道へ。青果市場前に芭蕉像が建っている。

　　　　　　　　　旧街道は現在も、北千住の
中央商店街を貫き、往来も多い。やっちゃ場通
りと呼ばれた道で、両側にはそれらしい古い店
舗が並ぶ。現日光街道を横断し、再訪の千住神
社へ。奥州へ向かう八幡太郎義家が陣を構え戦
勝祈願をした社で、記念石碑が入口に建つ。し
かし芭蕉句碑や富士塚は記憶から飛んでいた。
参拝後、句碑を確かめると“物言えば 唇寒し 
秋の風”とあり、当地とは関係ないようだ。

　旧街道へ戻り、道路端の案内図に高札場跡を
見付け、図が示す交差点角に石柱があり、一里
塚跡もあった。反対側へ戻ると信金前に、鹿沼
産の芭蕉の木像があり、説明によれば、日光へ
の途中、下野鹿沼に寄った芭蕉が笠を取り替え
た寺に笠塚があるという ( 本稿５頁掲載 )。
　商店街を駅方向へ行き、千住宿本陣跡を探す。
路地に本陣の解説板があり、読んでいたら石柱
をカメラに収めるのを失念してしまった。北千
住駅から日比谷線に乗り、上野御徒町駅で大江
戸線に乗り換えて帰宅。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　（2020/02/5 歩く）

芭蕉足跡を確かめに草加を再訪する
　数年前求めた久富著の芭蕉資料を眺めていた
ら、草加日光街道に芭蕉文学碑があることに気
が付いた。草加日光街道は一度歩いて芭蕉像は
眺めた記憶はある（14.2.23）。芭蕉を追っ掛け始
めている昨今、確かめておきたい。埼玉の草加
は近く、大晦日に出掛けた。

　　　　　　　　草加へは、日比谷線に乗り東
武伊勢崎線にした。下車は草加駅先の松原団地
駅と思っていたが、駅名が変更され、現在は獨
協大学前駅。月日が経つのは速い。
　郊外新興住宅街で、駅前から目指す橋が見え
ている。直進して大通りを横断し、松並木を綾
瀬川橋上から眺めた。草加松原と呼ばれ、旧日
光街道の遺産で、1200本程の松並木が昭和に
なって激減したが、市民の努力で現在は半数ほ
どに回復しているという。

　　　　　　　　散策者に混じり遊歩道を行く
と、左手に芭蕉文学碑はあった。解説によれば、
芭蕉は、これからの長い旅路を案じ憂え、重い
荷物を嘆えたような文で、細道誌冒頭からの引
用のよう。先にある水原秋桜子碑を見てＵターン。
　遊歩道に架かる百代橋、矢立橋を渡る。これ
らも奥の細道記念で、太鼓橋風。橋名は、“月
日は百代の過客にして行き交う年もまた旅人なり”
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等細道誌からで、前回も渡ったと思う。札場河
岸跡も記憶にある。綾瀬川から江戸への物資輸
送の拠点であったとある。植え込みの中に正岡
子規の句碑“梅を見て 野を見て行きぬ 草加ま
で”は読めた。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　古い木造望楼の隣
に、芭蕉像を確かめる。1689（元禄 2）年 3月 27
日（陽暦 5 月 16 日）千住から旅立った 2 人は、
日光街道の次の宿場は草加であったが通っただ
けで、泊まったのは粕壁宿。句も詠んではいな
い。これだけ芭蕉を顕彰しているのは地元の熱
意だろう。

うが、見逃したらしい。逆光の中シャッターを
切ったがどうだろう。
　草加駅への途中、草加煎餅縁の店、おせん茶
屋公園へ寄ろうとしたが見当たらない。煎餅店
は散見出来、明治天皇行在所碑もあるから旧街
道と思っていたが違っていた。しかし、そのま
ま草加駅へ歩いた。　　　　（2019/12/31歩く）

鹿沼古峯神社詣での際、芭蕉笠塚へ
　北千住で鹿沼の笠塚情報を得て訪ねたいと
思っていたら、折良く、車で鹿沼の古峯神社行
きがあり、その途中の光太寺にあると分かった。
久富著「奥の細道の旅ハンドブック」にはなく、
ネット情報より探した。
　急遽、ドライバー Sさんに立ち寄りをお願い
した。私の事前調査より、カーナビは正確で、
鹿沼市内の東武日光線高架付近に、目指す光太
寺はあった。

光太寺に宿泊し笠を取り替えたという。その 5
年後の 1694（元禄 7）年、芭蕉死去を伝え聞き、
供養のため遺っていた古笠を祀ったとある。本
堂入口にその石碑があり、カメラに収めた。芭
蕉の木造像も建つ。北千住で見たものと同じで
あった。鹿沼は木工の町でチェーンソー加工の
像である。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（20/02/11歩く）

　本ニュースレターが発行される頃には、世界
中を混乱に陥れている新型コロナウィルス感染
が収束していることを願っているが、次にはコ
ロナ不況が襲ってくることは必至である。ロシ
アでは、合法か否かはさておき、4月から大量
の解雇が発生しており、今後も収入減少や失業
に苦慮する人が増えることは間違いない。負債
を抱えて破産せざるをえない人も増えるだろ
う。もともと、個人の破産免責の件数は、2017
年で 3 万弱、2018年で 4 万強、2019 年で 6 万
8980件と増加傾向にあるが、潜在的な破産者
（50万ルーブル（約73万円）以上の債務の返済を
3ヶ月遅滞しているという申立要件を満たす者）
は、2019 年11月時点でも100万人以上いると
いう。
　ソ連崩壊後は、一般個人に与信がなく個人倒
産制度の必要性は低かったため、ロシアで、個
人の倒産制度が運用され始めたのは2015年10
月と比較的最近である。プーチン大統領が就任
する2000年頃まで、脱税のため給与の一部が
帳簿外で渡され従業員の公の給与額が低く個人
与信がつかなかった。一つの契機は 2001年税
制改革だろう。改革で社会保障税の税率は逆累
進的となり、個人所得税率は一律13%となった。
社会保障税は申告給与額に基づき雇用主が全額
負担するので、給与全額を申告した場合、雇用
企業には、全体の税効率が改善するメリットが
あった。従業員としても税負担が激増すること
はなく、一方で給与全額を公に証明でき、金融
機関などから信用を得やすくなるというメリッ
トがあった。個人の銀行借入は、特にリーマン
ショック後から 2 倍・3 倍に増えたが、消費者
の自殺が深刻な社会・経済の問題となり始めた。
2012年には、個人の倒産制度や、自殺に対する
銀行や債権回収業者の刑事責任の導入までも議
論されるようになったが、法制化には至らな

かった。しかし、2014年の石油価格・ルーブル
為替の暴落を機に、個人の倒産（破産免責およ
び債務整理）の法制が整備され、2015年10月に
運用が開始された。
　個人の倒産制度の運用においての近時の問題
は、破産し免責を受けたくとも、裁判手続費用
を払えるだけの資力がない者が多いことであっ
た。モスクワでの申立てには、少なくとも20
万ルーブルほどが必要といわれている。そこで、
2019年 9 月以降、国会において、申立人は手続
費用を負担せず、裁判所ではなく倒産管財人に
破産を申し立て、倒産管財人の判断で破産免責
の法的効果を認める裁判外破産手続が審議され
ている（倒産管財人へは、管財人団体が積み立
てる基金から少額の報酬が払われる）。申立要
件として負債、所得や預金の金額上限などが設
定されている。負債総額の上限は、当初案では
70万ルーブルであったが、50万ルーブルに減
額する案が出されている。裁判外破産手続の導
入は 2020年秋とも 2021年春ともいわれている
が審議が遅れている。
　個人の破産免責を容易にする法改正が進んで
いたが、新型コロナウィルス感染拡大の経済対
策として、2020年4月初めに、金融機関への負
債返済を6ヶ月間停止できる制度が導入されて
いる。しかし、この返済停止制度は、例えば、
消費者ローンについては負債額が 25万ルーブ
ル以下（一般個人）または 30 万ルーブル以下（個
人事業者）でなければ利用できない。住宅ロー
ンについては負債額上限が低額すぎるとしてす
ぐに引き上げられたが、消費者ローンについて
はかかる議論はされておらず、個人の破産に影
響があるのかは不明である。

　草加駅へ出ようと
大通りを渡ると、お
せん公園。草加煎餅
発祥の碑がある。左
手を見るとまた像が
建ち近付くと、曾良
の像。希に 2 人並ん
での像はあるが、離
れては珍しい。前回
の時はなかったと思

芭蕉達は千住から
日光への途中、粕
壁、間々田と宿泊
し、鹿沼にも泊まっ
たが、奥の細道へ
の記述はないよう
だ。3 月 29 日（陽暦
5月18日）のことで
ある。
　当地の口伝では、

芭蕉像、そして曾良像
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